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1. 不適切コンサルタント問題
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以前から極端に安い費用で設計コンサ

ルタントを請けて、施工者からバック

マージンを受け取っているとの情報が

ありました。まともに見積もった金額

の半額あるいは１／３くらいの設計料

で次々と請けていきます。エスカレー

トしていく状況に歯止めをかけるべく

2016 年 11 月 に marta マ ン シ ョ ン リ

フォーム技術協会は会報25号に「不適

切コンサルタント問題への提言」を載

せました。

マンションリフォーム技術協会会報第25号



1. 不適切コンサルタント問題
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弊害１．割高な工事費

工事会社はコンサルタントに渡す

バックマージン分を工事費に上乗

せするのでその分の工事費は割高

になり管理組合の負担になります。

martaが指摘した7つの弊害

弊害２．過剰な工事内容

工事費のパーセントで決まるバッ

クマージンを増やすため過剰な工

事項目や仕様を設定する場合もあ

ります。

弊害３．不明朗な工事発注

特定の工事会社が受注出来るよう

に不適切な工作をするために工事

発注の経過が不明朗になります。

弊害４．甘い工事監理

不適切コンサルタントの設計や工

事監理は工事会社にお任せの場合

が多く甘くなりがちです。



1. 不適切コンサルタント問題
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弊害５．不適切コンサルタントの

拡大再生産

不適切コンサルタントにより容易

に利益を得る手法を知った一部が

新たに事務所を設立して不適切な

コンサルタント業を始めます。

martaが指摘した7つの弊害

弊害６．真面目なコンサルタント

の減少

不適切コンサルタントは業務委託

料が安いので真面目なコンサルタ

ントは費用面での業務受注が極め

て困難となります。

弊害７．業界全体の信用が失われ

る

コンサルタントによる設計監理方

式が衰退するのみならずマンショ

ン改修業界全体の信用が失われる

事となります。
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国土交通省は「工事の発注等につ

いては利益相反等に注意して適正

に行われる必要がある」「設計監

理方式は適切な情報を基に透明な

形で施工会社の選定を進めていく

ためにも有効である」とした上で

次のような不適切な事例を指摘し

ました。

「設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事
の発注等の相談窓口の周知について」（通知）

2017年1月27日国土交通省

不適切事例1．

最も安価な見積金額を提示したコ

ンサルタントに業務を依頼したが、

実際に調査診断・設計等を行って

いたのは同コンサルタントの職員

ではなく施工会社の社員であった

ことが発覚した。
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「設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事
の発注等の相談窓口の周知について」（通知）

2017年1月27日国土交通省

不適切事例3．

自社にバックマージンを支払う施

工会社が受注できるように、不適

切な工作を行い割高な工事費や過

剰な工事項目・仕様の設定等に基

づく発注等を誘導するため格安の

コンサルタント料金で受託し、結

果として管理組合に経済的な損失

を及ぼす事態が発生している。

不適切事例2．

設計会社が施工会社の候補５社の

うち特定の１社の見積金額が低く

なるよう、同社にだけ少ない数量

の工事内容を伝え、当該１社が施

工会社として内定したが、契約前

に当該事実が発覚した。
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「マンションの大規模修繕工事に関する実態調査」
2018年5月11日国土交通省
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「マンションの大規模修繕工事に関する実態調査」
2018年5月11日国土交通省



1. 不適切コンサルタント問題
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マスコミはテレビ・新

聞・雑誌などで一斉に不

適切コンサルタント問題

を取り上げます。

2017年10月19日NHK「ク

ローズアップ現代＋」で

は「マンション修繕工事

の闇 狙われるあなたの

積立金」というタイトル

で不適切コンサルタント

が工事業者に巨額のバッ

クマージンを要求してい

るといった内容が放映さ

れました。

週刊エコノミスト2018年10月16日号



2.マンション修繕設計・監理約款
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不適切コンサルタントが大きな社会問

題となるなかで2022年4月に設計四団

体（公益社団法人日本建築士会連合

会・一般社団法人日本建築士事務所協

会連合会・公益社団法人日本建築家協

会・一般社団法人日本建設業連合会）

は「四会連合協定マンション修繕設

計・監理等業務委託契約約款」を策定

します。国土交通省もオブザーバーと

して関わったのはマンション大規模修

繕工事における不適切コンサルタント

を排除する条項を盛り込むためでした。
四会連合協定マンション修繕設計・監理等業務委託契約約款



2.マンション修繕設計・監理約款
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A1案 〇〇条〔受託者の不適切な金銭授受による委託者の解除権行使〕

1 受託者は、本件委託業務又は本件修繕工事に関し、本件修繕工事請負業者、下請負業者、納入業者その他

第三者から、社会的儀礼の範囲を超えて、紹介料・マージン・技術指導料その他の名目の如何にかかわらず、
金品・接待その他一切の利益の供与を受けてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を得て行ったもの
については、この限りではない。

2 前項に該当する事由が生じた場合、委託者は前条3項本文に定める方法により本契約を解除することができ

る。また、委託者は、解除の有無にかかわらず、受託者が受けた前項利益の相当額を損害と見做して、受託者
に対して損害賠償を請求することができる。

A2案 〇〇条〔受託者の不適切な金銭授受による委託者の解除権行使〕

1 受託者は、本件委託業務又は本件修繕工事に関し、本件修繕工事請負業者、下請負業者、納入業者その他

第三者から、社会的儀礼の範囲を超えて、名目の如何にかかわらず、一切の利益の供与を受けてはならない。
ただし、委託者の書面による承諾を得て行ったものについては、この限りではない。

2 前項に該当する事由が生じた場合、委託者は前条3項本文に定める方法により本契約を解除することができ
る。

第5項 委託者は、第2項、第3項又は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、

その損害の賠償を受託者に請求することができる。ただし、受託者の債務の不履行がこの契約及び取引上の社
会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

設計四団体の当初案



2.マンション修繕設計・監理約款
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B案 22条〔委託者の解除権の行使〕

※現条文24条

⑨ 受託者が、本件委託業務又は本件修繕等工事に関し、第三者から、社会的儀礼の
範囲を超えて、利益の供与を受けたとき（委託者の書面による承諾を得て行ったときを
除く。）。

C1案 第1条（総則）

３ 受託者は、本件委託業務又は本件修繕工事に関し、第三者から、社会的儀礼の範
囲を超えて、一切の利益の供与を受けてはならない。ただし、委託者の書面による承諾
を得て行ったものについては、この限りではない。

C2案 第1条（総則）

2 受託者は、建築士法、建築基準法その他本件委託業務に関する法令を遵守し、この

契約に基づき、善良な管理者の注意をもって、本件建物の質の向上に寄与すると共に、
第三者から、社会的儀礼の範囲を超えて、金品・接待その他一切の利益の供与を得る
こと等なく、公正かつ誠実に本件委託業務を行う。

設計四団体の当初案



2.マンション修繕設計・監理約款
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・当該条文設置に対する意見 （2021.06）

1）法的見解（抜粋）

・本条文を約款に入れる場合、契約不適合又は債務不履行責任を立証するには、

管理組合で行う必要があり、目に見える工事の契約不適合などと異なり、

公共工事における贈収賄罪や独禁法、背任罪、詐欺罪などの法的ルート

及び捜査権がない中では立証することが困難である。

2）その他意見

① 業界全体で不適切な取引が行われないよう関係団体と連携しているところでもあり、

本条文が発注者である管理組合に性悪説的な誤解を与える恐れもあることから、

第２３条の削除を要請する。

② 業界団体としてこの問題改善に取組み、大きな成果をあげている。

建築設計業界を代表する四会連合の設計・監理約款として「不適切行為」

ありきの条文を恒久的に盛り込むことについて再検討が必要である。



2.マンション修繕設計・監理約款
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第24条〔委託者の解除権の行使〕

⑧受託者が以下の一にあたるとき。
イ 役員等（受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合

にはその役員又はその支店もしくは営業所等の代表者をいう。以下この号にお
いて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に
規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過

しない者（以下この号において「暴力団員等」という。）であると認められる
とき。
ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規

定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質
的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい
ると認められるとき。
⑨ 受託者が、本件委託業務又は本件修繕等工事に関し、第三者から、社会的

儀礼の範囲を超えて、利益の供与を受けたとき（委託者の書面による承諾を得
て行ったときを除く。）。

最終決定条項



3.公正取引委員会の立ち入り検査
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2025年3月公正取引委員会はマン

ションの大規模修繕工事で談合

を繰り返していた疑いがあると

して修繕工事業者を立ち入り検

査しました。その後は、一部の

設計コンサルタントや管理会社

にも立ち入り検査が広がって30

社あまりとなっています。管理

組合が発注するマンションの大

規模修繕工事において見積もり

合わせがおこなわれますが、事

前に受注する業者と金額を決め

ていた疑いです。

朝日新聞2025年3月5日朝刊
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2025年5月には、関西のある施工

会社の社員が首都圏のマンショ

ンの区分所有者になりすまし修

繕委員会に参加して、自分の会

社が請負者となるように誘導で

きる設計コンサルタントを画策

するという驚く事件が起きます。

不適切コンサルタント問題は収

まるどころか、たちが悪く拡散

しています。

朝日新聞2025年6月27日朝刊

3.公正取引委員会の立ち入り検査



Clean Consultant Union

4.談合違約金特約条項
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公正取引委員会の立ち入り検査を受けて

2025年6月に国土交通省は「マンション

修繕工事に係る請負契約における談合違

約金特約条項について」との事務連絡を

発します。マンションの信頼を裏切りそ

の利益を損なう談合はあってはならない

として公正取引委員会の調査の結果を踏

まえて厳正に対処するとしました。その

上で談合があった場合における受注者の

違約金支払い義務を請負契約締結時に併

せて特約することが公共工事と同じよう

にマンション大規模修繕工事においても

設定できるとしたのです。

国土交通省事務連絡2025年6月26日
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5.設計監理方式
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不適切コンサルタント疑惑や管理組合役

員なりすまし事件から設計監理方式が悪

で責任施工方式が正という誤解も生じて

います。マンションの本格的な供給が始

まっておよそ60年、大規模修繕工事の歴

史はまだ40年ほどです。設計監理方式が

浸透してきた背景は、区分所有されたマ

ンションの合意形成がむずかしく客観性

や透明性が求められることです。第三者

の立場の設計者が、客観的に調査診断し

て必要な修繕を設計し、施工者と切り離

された立場から工事監理する効果が期待

されています。

→以降のスライドは設計監理方式を前提

として話を進めます。

責任施工方式

管理組合

設計監理 施工会社

設計監理方式

管理組合 施工会社

工事請負契約

工事監理

調査診断・
設計・
工事監理
業務委託契約

工事請負契約

調査診断？設計？工事監理？



ホームページ
理事会広報
委員会広報

修繕専門委員会

規約担当

自治会

まずは管理組合の体制づくりから
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広報担当 資金担当

委員長
副委員長

理事会

理事長・副理事長・施設営繕理事・広報理事等の参画

リタイヤ世代や女性の活躍も期待される

地域コミュニティーの窓口

管理組合の窓口

大規模修繕工事の実行組織

役割を分担する

諮問

答申

6.大規模修繕工事の進め方



発注方式による役割
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発
注
方
式

委託先
調査
診断

計画 設計
施工者

選定アド
バイス

工事
工事
監理

アフター

設
計
監
理
方
式

設計事務所

施工会社 ー ー ー ー

責
任
施
工
方
式

施工会社 △ △ △ ー △

：やる
△：部分的にやる

：やらない
ー：対象外



発注方式によるメリットデメリット
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発
注
方
式

公平性 客観性 透明性 第三者性 競争原理 設計費用
事業

トータル
費用

管理組合
の作業
負担

設
計
監
理
方
式

△

責
任
施
工
方
式

△ △ △ △ △

※1 △：設計監理方式の場合は設計者と施工者の2者とやりとりする負担はある。
※2 △：責任施工方式の場合は公平性・客観性・透明性は働きにくくプロポーザル方式と

しても競争原理が働きにくいので工事費は高くなる傾向にある。

※1

※2 ※2



業者の選び方の違い
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設計コンサル

改修経験のある
設計事務所を選考

施工会社

総会承認

ヒアリング

見積合わせ

書類選考

公募

総会承認

ヒアリング

経験と実績と相性の評価 競争原理と経験と実績と相性の評価

（設計コンサル選定の際も公募見積合わせのケースもあるが）



大規模修繕の進め方

1年目 2年目 3年目

体制づくり
パートナー選び

調査診断
アンケート

※長期修繕計画

基本設計
工事項目と範囲

実施設計
収支計画

施工会社選定

工事説明会
着工準備
大規模修繕
工事監理

アフターケア

総会
説明会

総会
説明会

リアルタイムな情報開示で進行をガラス張りにする
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（※長期修繕計画は別途業務として大規模修繕工事後に見直すこともある）



管
理
組
合

設
計
コ
ン
サ
ル

施
工
会
社

調査診断
基本計画

基本設計
実施設計

工事
アフター

総
会

総
会

総
会

調
査
診
断

基
本
計
画

調
査
協
力

方
針
検
討

説
明
会

基
本
設
計

実
施
設
計

見
積
公
募

設
計
検
討

ヒ
ア
リ
ン
グ

見
積
応
募

設
計
定
例

工
事
監
理

総
合
定
例

施
主
検
査

工
事
総
括

施
工
計
画

定
期
点
検

監
理
検
査

選
定
補
助

プ
レ
ゼ
ン

工
事
施
工

見
積
提
出

プ
レ
ゼ
ン

工
事
説
明
会
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大規模修繕の進め方
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主体は管理組合
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大規模修繕工事はあくまでも発注者であ

る管理組合が主体となって進めなければ

なりません。施工者の選考も管理組合が

決めることなのです。専門的な知識や情

報は設計コンサルタントが助言するにし

ても判断するのは管理組合です。材料の

種類も特性も価格もまちまちです。管理

組合もいっぱい汗をかかないとついてい

けません。それでも多くの区分所有者の

協力を得てそれぞれの得意な分野で役割

を担ってもらえれば工事のプロにも対等

に向き合っていくことができます。自分

たちで自信を持って適切な業者は選べる

のです。

管理組合

（委託者）
（発注者）

設計監理
（受託者）

施工会社
（請負者）

主体は管理組合

工事請負契約

工事監理

調査診断・
設計・
工事監理
業務委託契約



修繕履歴調査

調査・診断

総会議案書、工事記録、各種点検・補修記録
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB

1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年

修繕項目 主要部位 昭和50年 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成1年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年

5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目

Ⅶ. 機械設備

　 　 1. 給水設備 ・ （ 水道本管引込管／量水器） ○ ○ ○ ★

・ 屋外埋設給水引込管（ 量水器・ 受水槽） ●

・ 受水槽／電極棒 ○ ●

・ 揚水ポンプ ○ ★ ●

・ フート 弁（ ゲート 弁・ チャッキ弁） ○ ○ ● ● ○ ○

・ 揚水管 ○ △ ●

・ 高置水槽 ○ ●

・ 共用給水縦管／横引き管 ○ ○ ◎ ★ ★ ★

・ MB内共用枝管 ★

・ 専有給水管

・ 散水栓系屋外埋設管／散水栓 ★ ★ ○

　 　 2. 排水通気設備 ・ 屋外埋設排水管／マンホール ○ ○ △ △ ○

・ 汚水槽設備 ● △ ○

・ 排水水中ポンプ ○ ● ●

・ 共用雑排水縦管／横引き管／通気管 ★ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ★

・ 専有雑排水管 △ △ ★ ★ ★

・ 共用汚水縦管／横引き管／通気管 ○ ★ ★

・ 専有汚水管

　 　 3. ガス給湯設備 ・ 屋外埋設ガス共用管 ●

・ 共用ガス縦管／横引き管

・ 専有ガス配管

・ 専有給湯器

・ 専有給湯管 ★ ★ ★

　 　 4. 消火設備 ・ 連結送水口（ スタンド型）

・ 屋外埋設連結送水管

・ 消火ポンプ（ ガソリンエンジン）

・ 連結送水管縦管／横引き管 ★

・ 消防隊専用栓（ 3～10F／11F） 格納箱

・ 屋内消火栓 ○ ○

・ 連結送水管用補助水槽 △ △

・ 消火器 ◎ ●

　 　 5. 冷暖房設備 ・ 埋設オイルタンク（ 10,000・ ） ○ △ △

・ 屋外埋設オイル管／通気管／給油口

・ 屋内オイル管／オイルギアポンプ

・ 蒸気ボイラー／バーナー／配管 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

・ チャッキ弁／ゲージ／電磁弁／リレー ○ ○ ○ ● ● ○ ● ●

・ 煙道／煙突 ○ △ △ △ △ △

・ 真空給水ポンプ ○ ◎ ○ ○ ● ◎

・ スチームヘッダー ○ ○

・ 住宅用熱交換器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

・ 店舗用熱交換器 ○ ○ ○ ○ ○ ○

・ 温水ポンプ（ A棟用） ○ ○ ● ○ ○ ● ★ ●

・ 温水ポンプ（ B棟用） ○ ○ ● ○ ○ ● ★ ●

・ 冷温水ポンプ ○ ● ● ★

・ 冷却水ポンプ ○ ● ● ◎ ★

・ ウォーターチリングユニット （ 店舗用） ○

・ 冷却塔（ A棟用） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ △ △ △ △ △ △

・ 冷却塔（ B棟用） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ △ △ △ △ △ △

・ 冷却塔（ 店舗用） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △

・ 膨張水槽（ 住宅用） △ ○ ●

・ 膨張水槽（ 店舗用） △ ○ ●

・ 冷温水管（ 共用縦管／横引き管） ○ ○ ★ △ ★ ★ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

・ 冷温水管（ 専有管） △ ★ ★ ★ ★

・ ファンコンベクター（ 専有室内機）
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アンケート調査

調査・診断

居住者の目で不具
合を確認

質問項目は一般の
方にも分かりやす
く細かくつくる

大規模修繕工事の
事前予告

Clean Consultant Union 28



目視調査など

調査・診断

①目視調査

②触診調査

③打診調査

Clean Consultant Union 29



物理的調査

調査・診断

①採取調査 ②破壊調査

・物性の把握 ・劣化進度の把握 ・修繕改修方法の検討

Clean Consultant Union 30



住戸内専有部分立ち入り調査

調査・診断

アンケート調査結果から、注目する不具合のある住戸を訪問し、
ヒアリングと不具合状況の確認を行う

Clean Consultant Union 31



詳細調査・試験施工

調査・診断

不具合の原因究明、配管やダクト内の内視鏡調査

洗浄の試験施工、部品の試験解体

①施工性・作業効率の確認 ②実施の可否の確認

③実数精算工事の数量確定
Clean Consultant Union 32



・理事会、専門委員会へ
の出席

（報告、説明、協議）

・居住者向け広報資料の
作成支援

・居住者説明会、公聴会
への出席、説明

公明正大に 理解しやすい説明を心がける

居住者のコミュニティ重視

調査・診断

報告・情報開示
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設計図書

1）仕様書

建物概要、工事項目・工期・工区、性能保証期間、工事保証
支払条件、現場代理人の必要資格、一般事項
指定使用材料・工法・メーカー規定、仮設工事
本工事仕様の詳細設計図書、オプション工事の仕様 など

2）仕上・数量表

3）図面（改修図、現況・既存図）

4）積算・見積内訳

実施設計
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見積り参加各社が同一の条件で見積もりできるよう、
設計図書や見積り要領書を作成する。

設計・監理者

見積り要領書

見積り合わせ

Clean Consultant Union 35



共通仮設工事

現場事務所（屋外仮設ハウス） 現場事務所（屋内簡易間仕切り）

道具洗い場（仮設シンク） 工事用のお知らせ掲示板

大規模修繕工事

Clean Consultant Union 36



直接仮設工事

仮設枠組み足場の組み立て メッシュシートによる養生

ゴンドラ足場による仮設 植木鉢の仮置き場
Clean Consultant Union 37



洗浄・剥離工事

高圧水によるケレン・洗浄 高圧洗浄車と水圧ゲージ

剥離剤とケレン棒による塗膜除去作業 専用薬剤によるタイルのクリーニング
Clean Consultant Union 38



躯体補修工事

躯体劣化箇所のマーキング 軽微なひび割れのフィラー処理

エポキシ樹脂の低圧注入処理 Ｕカットシーリング処理
Clean Consultant Union 39



タイル補修工事

タイルの浮き部の調査・マーキング 磁器質タイルの張替え補修

タイル浮き部のエポキシ樹脂注入処理 下地コンクリート表面の超高圧水による目荒し
Clean Consultant Union 40



外壁等塗装工事

外壁塗装の試験塗り

色彩計画の提案

窓をビニール養生した上での
塗装作業

Clean Consultant Union 41



鉄部塗装工事

鋼製部材の塗装

鉄部の下地処理（ケレン）

スプレーガンによる塗装

下 地 調 整 程 度 作 業 方 法

清浄度第１種
(ケレン)

黒皮、赤錆、既存塗膜を十分に除去し、清浄な
金属面とする。

ブラスト法

清浄度第２種
(ケレン)

赤錆や既存塗膜を除去し、鋼面を露出させる。
ただし、くぼみ部分や狭隘部分には赤錆や既存
塗膜が残存する。

ディスクサンダーやワイヤーホイル
等の動力工具と手工具の併用

清浄度第３種
(ケレン)

赤錆や劣化塗膜を除去し、鋼面を露出させる。
劣化していない塗膜（活膜）は残す。

同上

清浄度第４種
(ケレン)

粉化物や付着物を除去し、活膜は残す。 同上

下地調整の程度と作業方法「建築改修工事監理指針」（(一財)建築保全センター）より
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防水工事

スレート屋根瓦の下地点検改質アスファルトシート防水の補修（トーチ工法）

防滑性ビニル床シート 階段用ビニル床シート
Clean Consultant Union 43



金物工事

階段入口周りの改善
（集合郵便受・掲示板・照明）

スチール製手摺の交換（アルミ製手摺へ）

階段タテ格子手摺の
改善

左：従前
中：２段手摺パイプ

取付
右：２段ＳＵＳ手摺

へ交換

Clean Consultant Union 44



鋼製建具工事

クレセントの交換 戸車の交換

既存の玄関扉 既存扉の撤去

玄関枠の取付 新規の玄関扉

玄関扉の交換（カバー工法）

付属金物部品の交換（戸車・クレセントなど）

アルミサッシの交換（カバー工法）
Clean Consultant Union 45



給水設備の改修－マンションの各種給水方式の特徴

1. 直結増圧方式は、コストや維持管理の面で有利。

2. 採用にあたっては、水道事業体の埋設配水管の水圧や建物の規模などにより条件がある
ので、水道事業体に確認することが必要。

3. 大都市圏においては、直結増圧方式の適用可能範囲が益々拡大しており、今後も採用が
増えていくものと思われる。

設備改修
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給水設備の改修－貯水槽を無くす

• 昭和40年代以前に造られた基
礎梁など躯体を利用した地下
式受水槽については、昭和50
年建設省告示第1597号（建築
物に設ける飲料水の配管設備
及び排水のための配管設備の
構造方法を定める件）により
現在では禁止されている 

適合しない飲料用水槽の設置例
「給排水設備技術基準・同解説」
（(一財)日本建築センター）より

地下式受水槽内に配管されている飲用以外の配管
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給水設備の改修－貯水槽を無くす

• 古い高置水槽はもともと耐
震性能が低いものが多いの
で、高置水槽を無くすこと
で震災リスクを軽減し、建
物積載荷重の減量に寄与で
きる 

耐震性能の低い高置水槽の設置例

撤去された高置水槽
（できれば高架台も撤去したい）
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給水設備の改修－ 受水槽をグレードアップする 

• 耐震化への関心が高まる中、
最近の改修工事においては、
震災後の給水をマンション全
体で確保できるよう緊急遮断
弁・非常用水栓を取り付ける

改修が増えている 

ＦＲＰ製からＳＵＳ製に交換された屋外受水槽

大震災時に供給を遮断し水を確保する装置と、
取水装置を設置した例

Clean Consultant Union 49



給水設備の改修－共用部分の給水管を更新する 

1. 昭和40年代後半から50年代にかけ
て普及した 「水道用硬質塩化ビ
ニルライニング鋼管」は、ねじ接
合部分が集中的に腐食する。

2. 切断・ねじ切り加工された直管
（おねじ側）の管端部（鉄部）が、
継手側（めねじ側）に挿入された
内部にて水に接してしまい、この
部分に腐食が集中する。 

3. 現在市販されているライニング鋼
管は、このような腐食が生じにく
い継手に改良されているが、昭和
50年代に建設されたマンションの
ライニング鋼管は、今まさに改
修・更新が必要な時期に直面して
いる。
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改修事例（改修前）

給水設備の改修－共用部分の給水管を更新する 

51



給水設備の改修－共用部分の給水管を更新する 

改修事例（改修後）
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Clean Consultant Union

法改正も進んでいる
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6.大規模修繕工事の進め方（まとめ）

① 管理組合の体制をつくる。

② 修繕委員会の動きをガラス張りにタイムリーに知らせる。

③ 談合をさせないように異業態（ゼネコン・専門会社・管理会

社・メーカー等）の見積合わせにする。

④ 工事の良し悪しは現場代理人の資質に依るところが大きい。

⑤ アフターメンテナンスに特化した部署があるか。

⑥ リピート物件を多く持っているか。

⑦ 仕様を理解した上での妥当な工事単価になっているか。

⑧ 発注者・施工者・監理者が三位一体となって品質を高める。
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